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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの回転体（１）と、前記２つの回転体（１）を互いに連結する連接軸（２）と、を
備えた可変形状ヨーヨーであって、
　前記連接軸（２）を２方向から挿入可能な貫通孔（１０）が、前記回転体（１）の各々
の中央に設けられ、前記連接軸（２）を連結固定するための連結装置が、前記貫通孔（１
０）内に設けられ、前記連結装置を移動させることによって、前記連接軸（２）への固定
が解除され、前記回転体（１）が前記連接軸（２）から分離されるように構成されており
、
　前記２つの回転体（１）の背面が対向して前記連接軸（２）に接続され、前記連結装置
を介して相互に連結固定されることで、第１形態のヨーヨーに組立て可能であり、かつ、
前記固定の解除後に前記２つの回転体（１）の前面が対向して前記連接軸（２）に接続さ
れ、前記連結装置を介して相互に連結固定されることで、第２形態のヨーヨーに組立て可
能であるものにおいて、
　前記連結装置は、前記連接軸（２）の前記２つの端に設けられたクランプ部位と、前記
回転体（１）内に設けられたクランプ部材と、を備えたクランプ構造であり、前記連接軸
（２）を前記回転体（１）の各々の前記前面からまたは前記回転体（１）の各々の前記背
面から前記貫通孔（１０）内に挿入することにより、前記連接軸（２）の前記クランプ部
位が、前記回転体（１）内の前記クランプ部材によって自動的にクランプ固定可能に構成
されており、かつ、
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　前記連接軸（２）は、ネジ部を両端に有する軸本体（２１）と、前記軸本体（２１）の
中央に被嵌された軸受（２２）と、前記軸本体（２１）の両端の前記ネジ部に螺合された
２つのブッシュ（２３）と、を備え、前記クランプ部位は、前記ブッシュ（２３）の前端
に形成されていることを特徴とする可変形状ヨーヨー。
【請求項２】
　前記回転体（１）内の前記クランプ部材は、弾性クランプ部材であり、前記弾性クラン
プ部材を押し込み、前記弾性クランプ部材と前記連接軸（２）の前記クランプ部位との間
のクランプを解除することにより、前記回転体（１）が前記連接軸（２）から分離可能に
構成されていることを特徴とする請求項１に記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項３】
　前記クランプ部位は、前記ブッシュ（２３）に形成された環状溝（３）の部位またはピ
ン孔であり、これに対応して、前記クランプ部材は、前記環状溝（３）内にクランプされ
るクランププレートまたは前記ピン孔内に挿入されるプラグピンであることを特徴とする
請求項１に記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項４】
　前記回転体（１）の各々は、ディスク（１１）およびシェル（１２）を備え、前記ディ
スク（１１）は、前記シェル（１２）に接合されかつネジで緊密に固定され、前記クラン
プ部材の各々は、前記ディスク（１１）内に配置されており、前記連接軸（２）の前記ブ
ッシュ（２３）の各々が前記ディスク（１１）内に挿入されることで、前記ブッシュ（２
３）の前記クランプ部位が、前記クランプ部材でクランプされるように構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項５】
　前記ブッシュ（２３）が通る貫通孔（１０）が、前記ディスク（１１）および前記シェ
ル（１２）の各々の中央に配置されており、前記ブッシュ（２３）が前記ディスク（１１
）の前記貫通孔（１０）内に挿入され、前記クランプ部材に接続されることで前記第１形
態のヨーヨーを組立て可能であり、前記ブッシュ（２３）が前記シェル（１２）の前記貫
通孔（１０）内に挿入され、前記クランプ部材に接続されることで前記第２形態のヨーヨ
ーを組立て可能であることを特徴とする請求項４に記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項６】
　六角孔座（１０１）が、前記ディスク（１１）および前記シェル（１２）の両方の前記
貫通孔（１０）の内面に設けられ、これに対応して、前記ブッシュ（２３）の後端が六角
軸（２３１）として設計されており、前記六角軸（２３１）と前記六角孔座（１０１）の
嵌合により、前記回転体（１）が前記連接軸（２）と共に同期回転可能に構成されている
ことを特徴とする請求項５に記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項７】
　環状溝（１０２）が、前記ディスク（１１）および前記シェル（１２）の両方の外面に
おける前記貫通孔（１０）の周りに凹設されており、ヨーヨーの紐の引込みを容易にする
引込みリング（６）が、前記環状溝（１０２）内に設けられていることを特徴とする請求
項５に記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項８】
　２つの回転体（１）と、前記２つの回転体（１）を互いに連結する連接軸（２）と、を
備えた可変形状ヨーヨーであって、
　前記連接軸（２）を２方向から挿入可能な貫通孔（１０）が、前記回転体（１）の各々
の中央に設けられ、前記連接軸（２）を連結固定するための連結装置が、前記貫通孔（１
０）内に設けられ、前記連結装置を移動させることによって、前記連接軸（２）への固定
が解除され、前記回転体（１）が前記連接軸（２）から分離されるように構成されており
、
　前記２つの回転体（１）の背面が対向して前記連接軸（２）に接続され、前記連結装置
を介して相互に連結固定されることで、第１形態のヨーヨーに組立て可能であり、かつ、
前記固定の解除後に前記２つの回転体（１）の前面が対向して前記連接軸（２）に接続さ
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れ、前記連結装置を介して相互に連結固定されることで、第２形態のヨーヨーに組立て可
能であるものにおいて、
　前記連結装置は、前記連接軸（２）の前記２つの端に設けられたクランプ部位と、前記
回転体（１）内に設けられたクランプ部材と、を備えたクランプ構造であり、前記連接軸
（２）を前記回転体（１）の各々の前記前面からまたは前記回転体（１）の各々の前記背
面から前記貫通孔（１０）内に挿入することにより、前記連接軸（２）の前記クランプ部
位が、前記回転体（１）内の前記クランプ部材によって自動的にクランプ固定可能に構成
され、かつ、
　前記回転体（１）内の前記クランプ部材は、弾性クランプ部材であり、前記弾性クラン
プ部材を押し込み、前記弾性クランプ部材と前記連接軸（２）の前記クランプ部位との間
のクランプを解除することにより、前記回転体（１）が前記連接軸（２）から分離可能に
構成されており、
　前記弾性クランプ部材の各々は、一対のコ字状クランププレート（４）と、前記クラン
ププレート（４）の前側クロスバー（４１）の前端に設けられた圧縮バネ（５）と、を備
え、これに対応して、前記連接軸（２）の前記クランプ部位は、周溝（３）として設計さ
れており、前記２つのクランププレート（４）は、一方のクランププレート（４）の前記
圧縮バネ（５）の前端によって他方のクランププレート（４）の後側クロスバー（４２）
の前縁が押圧されるように相互に係合され、前記２つのクランププレート（４）が前記回
転体（１）内に取り付けられた状態で、前記圧縮バネ（５）の圧縮によって、前記２つの
クランププレート（４）の前記前側クロスバー（４１）の後縁が前記連接軸（２）の前記
周溝（３）内に係入され、これによって、締付けおよび固定の目的が達成されるように構
成されていることを特徴とする可変形状ヨーヨー。
【請求項９】
　２つの対称な貫通開口（８）が前記回転体（１）の側壁に開口されており、前記２つの
クランププレート（４）は、前記貫通開口（８）の開口方向に配置され、前記２つのクラ
ンププレート（４）の前記後側クロスバー（４２）の前記後端は、いずれも前記回転体（
１）の前記貫通開口（８）から延出し、２つの押圧端を形成しており、前記２つの押圧端
を指で押し込むことによって、前記クランププレート（４）の前記前側クロスバー（４１
）の前記後端が相互に相対的に大きく離れるように移動し、前記周溝（３）に対する前記
クランププレート（４）のクランプが解除され、これによって、前記連接軸（２）からの
前記回転体（１）の分離が達成されるように構成されていることを特徴とする請求項８に
記載の可変形状ヨーヨー。
【請求項１０】
　バランスウエイトリング（７）が、前記回転体（１）の各々内に設けられていることを
特徴とする請求項１または８に記載の可変形状ヨーヨー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヨーヨー、特に、可変形状ヨーヨーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、市販のヨーヨーは、以下の構成要素、すなわち、基本の組立体としての２つの回
転体と２つの回転体を互いに連結する連接軸とから主に構成されており、ネジ孔が回転体
の各々の背面の中央に形成され、ネジ部が連接軸の２つの端に設けられ、ネジ孔にネジ部
を螺合してヨーヨー完成品として組み立てられる。このようなヨーヨーは、１つの方式で
しか組み立てることができないので、すなわち、このようなヨーヨーは、変更不可能な１
つの形態しか有していないので、楽しみが少ないことになる。その結果、子供らは、この
ようなヨーヨーへの興味を失いがちになる。万一他の形態のヨーヨーを望んだなら、子供
らは、新しいヨーヨーを購入しなければならないだろう。子供らは、新しいヨーヨーを手
に入れたとき、古いヨーヨーを廃棄する可能性があるが、これは、資源の無駄遣いである
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。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、前面と背面の両方から取り付けることができることによって、２つの
形態をもたらし、興趣を永続させることができ、これによって、前述の既存の課題を解消
することができる可変形状ヨーヨーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の技術的解決は、以下の可変形状ヨーヨーによって実現されている。
【０００５】
　すなわち、２つの回転体と、前記２つの回転体を互いに連結する連接軸とを備えた可変
形状ヨーヨーにおいて、前記連接軸を２方向から挿入可能な貫通孔が、前記回転体の各々
の中央に設けられ、前記連接軸を連結固定するための連結装置が、前記貫通孔内に設けら
れ、前記連結装置を移動させることによって、前記連接軸への固定が解除され、前記回転
体が前記連接軸から分離されるように構成されており、前記２つの回転体の背面が対向し
て前記連接軸に接続され、前記連結装置を介して相互に連結固定されることで、第１形態
のヨーヨーに組立て可能であり、かつ、前記固定の解除後に前記２つの回転体の前面が対
向して前記連接軸に接続され、前記連結装置を介して相互に連結固定されることで、第２
形態のヨーヨーに組立て可能であることを特徴とする可変形状ヨーヨーが提供されている
。
【０００６】
　本発明の連結装置は、クランプ構造であってもよいしまたはねじ込み構造であってもよ
く、ねじ込み構造は、貫通孔に設けられた雌ネジ部と、連接軸の２つの端に設けられた雄
ネジ部と、を備えており、雌ネジ部および雄ネジ部は、協働し、連接軸を回転体１に連結
固定するようになっている。
【０００７】
　本発明のクランプ構造は、連接軸の２つの端に設けられたクランプ部位と、回転体内に
設けられたクランプ部材と、を備えており、連接軸を回転体の各々の前面からまたは回転
体の各々の背面から貫通孔内に挿入した後、連接軸のクランプ部位は、回転体内のクラン
プ部材によって自動的にクランプされ、かつ固定されるようになっている。
【０００８】
　固定を容易に解除するために、回転体内のクランプ部材は、弾性クランプ部材であり、
弾性クランプ部材を押し込み、弾性クランプ部材と連接軸のクランプ部位との間のクラン
プを解除することによって、回転体１は、連接軸から分離されるようになっている。
【０００９】
　連接軸が回転体に固定され、かつ接続されることを可能にすると共にヨーヨー自体が紐
の端において回転することを可能にするために、連接軸は、ネジ部を両端に有する軸本体
と、軸本体の中央に被嵌された軸受と、軸本体の両端のネジ部に螺合された２つのブッシ
ュと、を備えており；クランプ部位は、ブッシュの前端に形成されている。
【００１０】
　本発明のクランプ部位は、ブッシュに形成された環状溝の部位またはピン孔であり、こ
れに対応して、クランプ部材は、環状溝内にクランプされるクランププレートまたはピン
孔内に挿入されるプラグピンである。
【００１１】
　容易な取付けおよび接続を達成するために、回転体の各々は、ディスクおよびシェルを
備えており、ディスクは、シェルに接合され、次いで、ネジによって連結固定されており
；クランプ部材の各々は、ディスク内に配置されており；連接軸のブッシュの各々は、デ
ィスク内に延出し、ブッシュのクランプ部位が、クランプ部材によってクランプされるよ
うになっている。
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【００１２】
　さらに、ブッシュが通る貫通孔が、ディスクおよびシェルの各々の中央に配置されてお
り；ブッシュは、ディスクの貫通孔内に挿入され、クランプ部材に接続され、第１形態の
ヨーヨーを組み立てるようになっており；ブッシュは、シェルの貫通孔内に挿入され、ク
ランプ部材に接続され、第２形態のヨーヨーを組み立てるようになっている。
【００１３】
　回転体が連接軸と共に同期回転することを確実にするために、六角孔座が、ディスクお
よびシェルの両方の貫通孔の内面に設けられており、これに対応して、ブッシュの後端が
六角軸として設計されており；六角軸および六角孔座は、協働し、回転体が連接軸と共に
同期回転することができるようになっている。
【００１４】
　本発明の弾性クランプ部材の各々は、一対のコ字状クランププレートと、クランププレ
ートの前側クロスバーの前端に設けられた圧縮バネと、を備えており、これに対応して、
連接軸のクランプ部位は、周溝として設計されており；２つのクランププレートは、協働
し、１つのクランププレートの圧縮バネの前端を他のクランププレートの後側クロスバー
の前縁に押圧するようになっており；２つのクランププレートが回転体内に取り付けられ
た後、圧縮バネの圧縮によって、２つのクランププレートの前側クロスバーの後縁が連接
軸の周溝内にクランプされ、これによって、締付けおよび固定の目的が達成されるように
なっている。
【００１５】
　容易な操作および制御を達成するために、２つの対称な貫通開口が、回転体の側壁に形
成されており；２つのクランププレートは、貫通開口の方向に取り付けられており、２つ
のクランププレートの後側クロスバーの後端は、いずれも回転体の貫通開口から延出し、
２つの押圧端を形成しており；２つの押圧端を指によって押し込むことによって、クラン
ププレートの前側クロスバーの後端が比較的大きく互いに離れるように移動し、周溝に対
するクランププレートのクランプが解除され、これによって、連接軸からの回転体の分離
が達成されるようになっている。
【００１６】
　連接軸が２方向から挿入される貫通孔が、回転体の各々の中央に設けられており、連接
軸を連結固定するように構成された連結装置が、貫通孔内に設けられているので、連結装
置を移動させることによって、連接軸への固定を解除し、回転体を連接軸から分離させる
ことができ；２つの回転体のそれぞれの背面が互いに向きあって連接軸に接続され、連結
装置を介して互いに連結され、かつ固定され、これによって、第１形態のヨーヨーが組み
立てられ、固定の解除の後、２つの回転体のそれぞれの前面が互いに向き合って連接軸に
接続され、連結装置を介して互いに固定され、これによって、第２形態のヨーヨーが組み
立てられることになる。従って、本発明のヨーヨーは、２つの異なる組立形態を有してお
り、子供らは、１つのヨーヨーを好みに応じて異なる形態に転換することができる。異な
る形態のヨーヨーは、異なる特性も有している。特性が異なっているので、異なるトリッ
キーな運動が可能である。子供らは、１つのヨーヨーをより変化に富んだやり方でプレイ
することができ、より面白さを感じることになるだろう。２つの既存のヨーヨーと同等の
本発明の可変形状ヨーヨーは、よりコスト効率が高く、より容易に子供らの興味を引くこ
とになる。さらに、弾性クランプ部材が連結装置として用いられているので、子供らのプ
レイを邪魔することなく、変形操作をより簡単に、より容易に、かつより迅速に行なうこ
とができる。加えて、このような接続方法は、低摩耗率に貢献し、ヨーヨーの寿命を効果
的に改良することができる。この玩具ヨーヨーは、おしゃれに設計されており、可変組立
形態および新規のプレイ方法をもたらし、子供らの欲求および好奇心を満たし、その一方
、ヨーヨーの手の込んだプレイ方法を可能とし、それ故、このヨーヨーは、極めて興味深
いものである。
【００１７】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１形態の３次元構造図である。
【図２】本発明の第１形態を断面で示す構造図である。
【図３】本発明の第１形態の組立／分解構造図である
【図４】本発明の第２形態の３次元構造図である。
【図５】本発明の第２形態を断面で示す構造図である。
【図６】本発明のクランプ状態にある弾性クランプ部材の内部構造図である。
【図７】本発明の脱クランプ状態にある弾性クランプ部材の内部構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１～７に示されているように、２つの回転体１と２つの回転体１を互いに連結する連
接軸２とを備える可変形状ヨーヨーであって、連接軸２が２方向から挿入される貫通孔１
０が、回転体１の各々の中央に配置されており、連接軸２を連結固定するように構成され
た連結装置が、貫通孔１０内に配置されており；連結装置を移動させることによって、連
接軸２への固定が解除され、回転体１が連接軸２から分離されるようになっており；２つ
の回転体１のそれぞれの背面が、互いに向き合って連接軸２に接続され、連結装置を介し
て互いに連結され、第１形態のヨーヨーを組み立てるようになっており；固定の解除の後
、２つの回転体１のそれぞれの前面が、互いに向き合って連接軸２に接続され、連結装置
を介して互いに固定され、第２形態のヨーヨーを組み立てるようになっている、可変形状
ヨーヨーが提供されている。従って、ヨーヨーは、２つの異なる組立形態を有しており、
子供らは、１つのヨーヨーを好みに応じて異なる形態に転換することができる。異なる形
態のヨーヨーは、異なる特性も有している。異なる特性によって、対応する手の込んだ遊
び方が可能になる。子供らは、１つのヨーヨをより変化に富んだやり方でプレイし、より
興味を感じることになるだろう。２つの既存のヨーヨーと同等の本発明の可変形状ヨーヨ
ーは、コスト効率が高く、より容易に子供らの人気を得ることができる。
【００２０】
［第１の実施形態］
　この実施形態の連結装置はクランプ構造である。クランプ構造は、連接軸２の２つの端
に配置されたクランプ部位と回転体１内に配置された弾性クランプ部材とを備えている。
図６に示されているように、連接軸２を回転体１の各々の前面からまたは回転体１の各々
の背面から貫通孔１０内に挿した後、連接軸２のクランプ部位は、回転体１内のクランプ
部材によって自動的にクランプされ、かつ固定されるようになっており；図７に示されて
いるように、弾性クランプ部材を押し込み、弾性クランプ部材と連接軸２のクランプ部位
との間のクランプを解除することによって、回転体１は、連接軸２から分離されるように
なっている。
【００２１】
　図２，３，５に示されているように、この実施形態の連接軸２は、ネジ部を両端に有す
る軸本体２１と、軸本体２１の中央に被嵌された軸受２２と、軸本体２１の両端のネジ部
に螺合された２つのブッシュ２３と、を備えており、クランプ部位は、ブッシュ２３の前
端に形成されている。この実施形態の回転体１の各々は、ディスク１１およびシェル１２
を備えており、ディスク１１は、シェル１２に接合され、次いで、ネジが螺合されたとき
に、連結固定されるようになっている。弾性クランプ部材の各々は、ディスク１１内に配
置されている。ブッシュ２３が通る貫通孔１０が、ディスク１１およびシャフト１２の各
々の中央に配置されている。ブッシュ２３は、ディスク１１の貫通孔１０内に挿入され、
クランプ部材に接続され、第１形態のヨーヨーを組み立てるようになっており、その一方
、ブッシュ２３は、シェル１２の貫通孔１０内に挿入され、クランプ部材に接続され、第
２形態のヨーヨーを組み立てるようになっている。回転体１が連接軸２の軸本体２１と共
に同期回転することを確実にするために、六角孔座１０１が、ディスク１１およびシェル
１２の両方の貫通孔１０の内面に配置されており、これに対応して、ブッシュ２３の後端
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が、六角軸２３１として設計されている。六角軸２３１および六角孔座１０１は、協働し
、回転体１が連接軸２と共に同期回転することができるようになっている。この実施形態
の弾性クランプ部材の各々は、一対のコ字状クランププレート４と、クランププレート４
の前側クロスバー４１の前端に配置された圧縮バネ５と、を備えており、これに対応して
、連接軸２のクランプ部位は、周溝３として設計されている。２つのクランププレート４
は、協働し、１つのクランププレート４の圧縮バネ５の前端を他のクランププレート４の
後側クロスバー４２の前縁に押圧するようになっている。これによって、２つのクランプ
プレート４が回転体１のディスク１１内に取り付けられた後、圧縮バネ５の圧縮によって
、２つのクランププレート４の前側クロスバー４１の後縁が連接軸２の周溝３内にクラン
プされ、これによって、図６に示されているように、締付けおよび固定の目的が達成され
ることになる。２つの対称的な貫通開口８が、この実施形態のディスク１１およびシェル
１２の両方の側壁に形成されており、その一方、取付けガイドプレートが、ディスク１１
の内部に設けられている。２つのクランププレート４は、貫通開口８の方向に取付けられ
ており、２つのクランププレート４の後側クロスバー４２の後端は、いずれも回転体１の
貫通開口８から延出し、２つの押圧端を形成している。２つの押圧端を２本の指によって
押し込むことによって、クランププレート４の前側クロスバー４１の後縁が比較的大きく
互いに離れるように移動し、その結果、２つの前側クロスバー４１の後縁が周溝３から離
れるまで、クランププレート４の前側クロスバー４１の後縁間の相対距離が大きくなる。
このとき、回転体１が２本の指によって同時に外方に引っ張られ、これによって、回転体
１が連接軸２から分離されることになる。他の回転体１の操作は、図７に示されているよ
うに、前述の操作と同じである。分離の後、回転体１の方向を逆転させ、シェル１２の貫
通孔１０を連接軸２と真っ直ぐに並べ、連接軸２を貫通孔１０内に挿入し、次いで、連接
軸２をいくらか内方に押し込むことによって、連接軸２の周溝３を弾性クランプ部材によ
ってクランプすることができる。このクランプ中にカチッという音が生じるので、第２形
態のヨーヨーを極めて容易に形成することができる。この弾性クランプ部材を用いるこの
ような接続方法によって、ヨーヨーで遊ぶ子供らの興味に影響を与えることなく、変形操
作をより簡単に、より容易に、かつより迅速に行なうことができる。さらに、このような
接続方法は、低摩耗率に貢献し、ヨーヨーの寿命を効果的に高めることができる。２つの
形態の各々のヨーヨーの紐を容易に引き込むことを確実にするために、この実施形態では
、環状溝１０２が、ディスク１１およびシェル１２の両方の外面における貫通孔１０の近
くの適所に凹んで配置されており、ヨーヨーの紐の引込みを容易にする引込みリング６が
、環状溝１０２内に配置されている。ヨーヨーの性能をさらに改良するために、バランス
ウエイトリング７が回転体１の各々内に配置されていてもよく、この実施形態におけるバ
ランスウエイトリング７は、回転体１のディスク１１内に取り付けられている。
【００２２】
［第２の実施形態］
　この実施形態の連結装置も、連接軸２の２つの端に配置されたクランプ部位と回転体１
内に配置されたクランプ部材とを備えるクランプ構造である。異なっているのは、回転体
１内のクランプ部材が弾性を有していない点にある。連接軸２を回転体１の各々の前面か
らまたは回転体１の各々の背面から貫通孔１０内に挿入した後、クランプ部材が手によっ
て内方に押し込まれ、連接軸のクランプ部位にクランプされ、かつ固定されるようになっ
ている。クランプが解除される必要があるとき、クランプ部材は、手によって外方に引っ
張られる必要があり、これによって、連接軸２のクランプ部位に対するクランプ部材のク
ランプが解除され、回転体１が連接軸２から分離されることになる。
【００２３】
［第３の実施形態］
　この実施形態の連結装置もクランプ構造である。異なっているのは、このクランプ構造
が、連接軸２の両端に形成されたピン孔と回転体１に形成されたプラグピンとを備えてい
る点にある。連接軸２を回転体１の各々の前面からまたは回転体１の各々の背面から貫通
孔１０内に挿入した後、ピン孔をプラグピンの位置と真っ直ぐに並べ、次いで、プラグピ
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ンが手によってピン孔内に内方に押し込まれ、これによって、ピン孔内にクランプされ、
かつ固定されるようになっている。クランプが解除される必要があるとき、プラグピンは
、手によって連接軸のピン孔から外方に引っ張られる必要があり、これによって、クラン
プが解除される。その結果、回転体１は、連接軸２から分離されることになる。
【００２４】
［第４の実施形態］
　この実施形態の連結装置は、貫通孔１０に配置された雌ネジ部と連接軸２の２つの端に
配置された雄ネジ部とを備えるねじ込み構造である。連接軸２の雄ネジ部が回転体１の各
々の前面からまたは回転体１の各々の背面から貫通孔１０の雌ネジ部内に挿入され、これ
によって、連接軸２が回転体１に接続し、かつクランプするようになっている。クランプ
が解除される必要があるとき、回転体１を直接回転させることによって、回転体１を連接
軸２から分離させることができる。
【００２５】
　本発明を特定の実施形態を参照して説明してきたが、このような説明は、本発明を制限
することを意図するものではない。本発明の説明を参照することによって、当業者であれ
ば、開示されている実施形態の他の変更形態を予期することができるだろう。このような
変更形態は、請求項に記載されている範囲内に包含されるべきである。
 

【図１】

【図２】

【図３】
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